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No.5 東川水循環系再生行動計画 

計画の 

概要 

①計画名、策定年月：東川水循環系再生行動計画、平成１３年３月 
②対象流域または対象行政区界：所沢市、東川流域 
③策定の枠組み：策定主体 埼玉県土木部河川課 

埼玉県土木部新河岸川総合治水事務所 
所沢市道路部河川治水課 

検討主体 東川流域水循環再生推進協議会 
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策定の背

景、目的 

①計画の基本理念・目標 

・水循環系の全体に対してバランスのとれた改善を行うこと 

自然の保全と人間が生活するうえでの安全性や利便性とのバランスに配慮

した改善を行う。 

・水循環系上の課題に対しては多様性に配慮すること 

健全な水循環系を再生する上での課題に対する対策は、個々の課題に対して

効果が大きいとはいえない場合でも、多様性に配慮して、できる限り取り入れ

るように配慮する。 

・対策の総合性に配慮すること 

水循環系に係わりを持つ主体は、行政、企業、地域住民等、多岐にわたる。

そこで各主体が適切な役割分担のもとに、水循環系の再生に取り組むことが重

要であるので、対策を検討するにあたっては、連携・総合性に十分配慮する。

 

②計画期間 

上記目標を、「２１世紀初頭」「２１世紀中期」を想定年として定める。 

 

課題 ①水環境 

・平常時の河川流量の減少 

 

②都市環境 

・水害に対する危険性の増大 

・河川の水質の悪化 

 

対策の 

方針 

対策の基本方針 

・水害の少ない安全なまちづくり 

・豊かな流れの創出 

・渇水時や震災時に強い水利用 

・生態系の保全と復元 

・清らかな流れの創出 

 

水循環再生のイメージ図 
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具体的対

策の概要

と評価 

①具体的対策の概要 

1)行政が主体となる施策 

・自然地の保全と公園・緑地の整備 

・雨水貯留施設等の設置 

・雨水浸透施設の設置 

・下水道の整備 

・水資源の循環利用 

・河川・水路等の整備 

・水質汚濁の防止 

・水循環系に係わるＰＲ・啓発活動 

2)市民および企業が主体となる施策 

・雨水浸透施設の設置 

・合併処理浄化槽の普及 

・家庭及び事業所での汚濁負荷減対策 

・水資源の有効利用 

・ボランティア活動への参加 

 

②実施スケジュール 

上記施策の実施期間を平成１１年～平成１６年、平成１７年～平成２２年など区

分けする。 

 

③対策効果の評価 

対策効果の評価については、現在行われているものを継続するだけでなく、市民、

ボランティア団体、企業が一体となって行うことのできる住民参加型のモニタリン

グ体制を検討する。 
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